
「水産分野における優良系統の保護等に関する検討会」 

設置要綱 

 

１ 背景・目的  

農林水産省は、令和２年７月に「養殖業成長産業化総合戦略」を策定（令和３年７月改

訂）するとともに、令和３年５月に「みどりの食料システム戦略」を策定し、持続可能な

養殖業を実現するために、育種研究、人工種苗の利用促進、ＩＣＴの活用等を推進するこ

ととしている。また、本年３月に閣議決定された水産基本計画において、人工種苗に関す

る生産技術の実用化等の推進のほか、「水産物の優良系統の保護を図るため、優良種苗な

どの不正利用の防止方策を検討」することとされている。 

これまで水産物の優良系統の保護に関する議論は十分に行われておらず、どのような考

え方や制度によるべきかについての整理や、優良種苗の不正利用の防止方策についての検

討が必要となっている。 

以上のことから、本検討会では、優良系統の保護の必要性に関する現状を整理するとと

もに、保護すべき対象や手法の整理、優良系統の保護に資する対応（例：保護が可能とな

る知的財産制度上の対応の整理、契約等の対応のあり方等）について、検討を行うことを

目的とする。 

 

２ 主な検討事項  

（１）優良系統の現状を踏まえた保護の必要性や方向性の検討 

（２）優良系統として保護すべき対象や保護の手法や対応に関する検討 

（３）その他上記の検討に関連する検討（養殖業における営業秘密等） 

 

３ 検討会の組織・運営  

（１）検討会は、別紙に掲げる委員によって構成する。 

（２）検討会は、座長及び座長代理を置く。座長及び座長代理については、委員の中から選

出する。 

（３）座長は、検討会の議事を運営する。座長代理は、座長を補佐するとともに、座長に事

故があるときはその職務を代理する。 

（４）検討会は、協議事項について専門的な知見又は経験からの助言を得るために、外部か

ら専門家を招聘することができる。 

（４）検討会は、別に専門的又は技術的な事項を協議する場を設けることができる。 

（５）検討会は、原則非公開とする。 

（６）検討会の資料及び議事要旨は、水産庁のホームページにおいて公表する。ただし、個

人情報に関する資料、検討会の運営に支障があると認められる資料等については、会議

資料の全て又は一部を非公表とする。 

 

４ その他  

（１）検討会は、養殖業成長産業化推進協議会の下部組織として、水産庁増殖推進部栽培養

殖課の協力の下、株式会社ＮＴＴデータ経営研究所（事務局）が運営する。 

（２）検討会を開催するに当たり必要となる資料の作成、関係者との調整等については事務

局が行う。 

（３）その他、検討会の運営に必要な事項は、事務局、委員及び水産庁との協議の上で別途

定めることができる。 



（別紙） 
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